
・
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
。

・
町
や
地
域
に
対
す
る
貢
献
度
が

低
い
場
合
。

・
３
年
間
の
育
成
期
間
を
経
過
し
、

独
力
で
の
活
動
が
適
当
と
認
め
ら

れ
る
場
合
。

○
申
込
期
限

　

平
成
23
年
４
月
30
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
税

制
を
ご
存
じ
で
す
か

　

グ
リ
ー
ン
化
税
制
と
は
、
地
球

温
暖
化
・
大
気
汚
染
防
止
の
観
点

か
ら
、
地
球
に
や
さ
し
い
自
動
車

の
開
発
・
普
及
を
図
る
た
め
、
自

動
車
の
排
出
ガ
ス
性
能
な
ど
に
応

じ
て
自
動
車
税
を
減
額(

軽
課)

ま
た
は
増
額(

重
課)

す
る
制
度

で
す
。 

○
平
成
23
年
度
に
自
動
車
税
が
減

額(

軽
課)

さ
れ
る
自
動
車

　

平
成
22
年
４
月
か
ら
平
成
23
年

３
月
末
ま
で
に
新
車
新
規
登
録
し

た
次
に 

該
当
す
る
自
動
車

・
電
気
自
動
車
、
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
お
よ
び
一
定

の
排
出
ガ
ス
性
能
を
満
た
す
天
然

ガ
ス
自
動
車
（
お
お
む
ね
50
％
を

減
額
）

・
低
燃
費
車
で
か
つ
一
定
の
排
出

ガ
ス
性
能
を
満
た
す
低
排
出
ガ
ス

認
定
車
（
お
お
む
ね
50
％
を
減

額
）

※
減
額(

軽
課)

さ
れ
る
の
は
、

新
車
新
規
登
録
し
た
年
度
の
翌
年

度
の
１
年
限
り
で
す
。

※
平
成
22
年
度
に
減
額
さ
れ
て
い

た
自
動
車
は
、
平
成
23
年
度
か
ら

減
額
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
自
動
車
税
が
増
額(

重
課)

さ

れ
る
自
動
車

・
平
成
12
年
３
月
31
日
ま
で
に
新

車
新
規
登
録
し
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

（
お
お
む
ね
10
％
を
増
額
）

・
平
成
10
年
３
月
31
日
ま
で
に
新

車
新
規
登
録
し
た
ガ
ソ
リ
ン
車

［
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
を
含
む
］（
お
お
む
ね

10
％
を
増
額
）

※
増
額(

重
課)

と
な
っ
た
自
動

車
は
、
抹
消
登
録
す
る
ま
で
重
課

さ
れ
た
税
額
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
５
１
５
１

自
動
車
税
は
５
月
31
日
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
、
自
動
車
検
査
証
に
記
載

さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
所
有
者
ま

た
は
使
用
者
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
金
で
す
。
今
年
の
納
期
限
は
５

月
31
日(

火)

で
す
。
５
月
上
旬

に
納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

○
鹿
児
島
県
の
自
動
車
税
は
金

融
機
関
窓
口
、
コ
ン
ビ
ニ
、
ペ

イ
ジ
ー
収
納
の
ほ
か
、
ご
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
、

Yahoo!JAPAN

公
金
支
払
い
の
ペ

ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
が
で
き
ま
す
。

※
利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
（
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ

Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
、
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ

ｒ
ｓ
、
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ　

Ｅ

ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
）

○
災
害
に
よ
っ
て
自
動
車
に
損
害

を
受
け
た
場
合
や
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
身
体
障
害
者
、
精
神

障
害
者
ま
た
は
知
的
障
害
者
の
方

の
た
め
に
自
動
車
を
利
用
さ
れ
る

場
合
は
、
自
動
車
税
を
減
免
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
下
記
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
５
月
中
旬
を
過
ぎ
て
も
納
税
通

知
書
が
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合

は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
５
１
５
１

予
約
制
に
よ
る
年
金
相
談
の

ご
案
内

　

川
内
年
金
事
務
所
で
は
、
予
約

制
に
よ
る
年
金
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

○
予
約
申
し
込
み
方
法

・
相
談
希
望
日
１
カ
月
前
か
ら
各

市
町
の
国
民
年
金
係
の
窓
口
で
受

け
付
け
ま
す
。

・
予
約
を
受
け
付
け
る
際
は
、
相

談
者
お
よ
び
配
偶
者
氏
名
、
基
礎

年
金
番
号
、
電
話
番
号
、
相
談
内

容
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
ま
す
。

○
予
約
日
＝
5
月
12
日
、
８
月
11

日
、
11
月
10
日
、
2
月
9
日

○
予
約
時
間
帯

　

午
前
10
時
～
正
午

　

午
後
1
時
～
午
後
3
時

○
相
談
時
間
＝
原
則
20
分

　
（
予
約
状
況
に
よ
り
、
希
望
の

日
時
を
調
整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

※
年
金
相
談
に
お
越
し
の
際
は
、

年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
）、
年
金
証
書
、
振
込
通
知
書

な
ど
の
ほ
か
、
相
談
者
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
を
ご

持
参
の
う
え
、
予
約
時
間
10
分
前

ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
代
理

の
か
た
が
ご
相
談
に
来
ら
れ
る
際

に
は
、
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
都
合
に
よ
り
来
所
で

き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
　
町
民
福
祉
課
年
金
係

　
　

☎
（
86
）
１
１
１
１

19 広報ながしま


